
単位/日

871

947

1014

1072

1125

◎ご利用された費用が加算されます

単位/日

788

863

928

985

1040

◎ご利用された費用が加算されます

多床室

個室

基本単位〈介護保険適用〉 実費料金〈介護保険適用外〉

備　　考

10,114円 居住費 437円

9,302円

日用品費 ※１ 150円

1,011円

令和6年8月

食費 2,000円

金額/日

強化型

利　用　料　の　ご　案　内
【入所】施設サービス利用料

区　　分 金額／日
自己負担額
(2割)/日

2,023円 3,034円

一日あたり
（入所時にご利用について

お伺い致します）11,449円 教養娯楽費 ※2 実費

10,830円

2,290円 3,435円

12,015円 理美容料(カット)

尿パット

2,000円/回要介護５ 1,202円 2,403円 3,605円
利用時のみ

一般文書料 1,650円

36円
外泊時にご利用
された時のみリハパン又は

パット（大）
168円

区　　分 金額／日

※1 石鹸･シャンプー･リンス･おしぼり･お尻拭き･とろみ剤･保湿剤
       口腔ジェル･口腔内清拭シート･薬用マウスウオッシュ･スポンジブラシ

※2 音楽クラブ　20円・書道クラブ100円・生け花クラブ500円
       おやつクラブ300円・手芸クラブ200円・編み物クラブ200円
       外出用費用500円/回

基本単位〈介護保険適用〉 実費料金〈介護保険適用外〉

備　　考

特別な室料　A 3,300円

食費 2,000円

9,217円 特別な室料　B

教養娯楽費 ※2

※2 音楽クラブ　20円・書道クラブ100円・生け花クラブ500円
       おやつクラブ300円・手芸クラブ200円・編み物クラブ200円
       外出用費用500円/回

実費

理美容料(カット)

一日あたり
（入所時にご利用について

お伺い致します）

日用品費 ※１ 150円

2,200円

10,520円 居住費 1,728円

9,911円

2,000円/回
利用時のみ

一般文書料 1,650円

尿パット 36円
外泊時にご利用
された時のみリハパン又は

パット（大）
168円

※1 石鹸･シャンプー･リンス･おしぼり･お尻拭き･とろみ剤･保湿剤
       口腔ジェル･口腔内清拭シート･薬用マウスウオッシュ･スポンジブラシ

介護区分
自己負担額
(1割)/日

要介護４ 1,145円

8,416円

自己負担額
(3割)/日

要介護１ 930円 1,860円 2,791円

要介護３ 1,083円 2,166円 3,249円

要介護２

介護区分
自己負担額
(1割)/日

自己負担額
(2割)/日

自己負担額
(3割)/日

要介護１ 842円 1,683円 2,525円

金額/日

要介護２ 922円 1,843円 2,765円

要介護３ 991円 1,982円 2,973円

要介護４ 1,052円 2,104円 3,156円

要介護５ 1,111円 2,221円 3,332円11,107円

介護老人保健施設

陽　喜　な　家



日 60

日 30

日 51

日 362

日 800

日 11

日 40

日 60

月 200

月 110

月 53

月 3

月 13

月 10

月 15

月 20

自立支援推進加算 月 300

日 28

月 400

月 100

食 6

日 258

日 240

月 150

日 3

日 480

月 450

月 480

月 600

月 400

月 500

月 250

月 300

日 72

日 160

日 910

日 1,900

回 20

日 24

日 22

月 100

月 10

月 5

日 240

月 10

加算〈介護保険適用〉

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×75/1000

生産性向上推進体制加算Ⅱ

新興感染症等施設療養費

1,922円

1,282円

128円

1,068円 107円

235円

113円

6円

3,204円

299円

139円

107円

32円

43円 64円

42円

32円

214円 21円

387円

854円

Ⅱに加え空床情報を共有

427円

48円160円

214円

117円

57円

3円

12円

43円

2,563円

35円

区　　分 加算単位 加算金額 備　　　考

外泊時費用

外泊時在宅サービス利用費用

3,866円

8,544円

初期加算Ⅰ

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ

初期加算Ⅱ

641円

320円

545円

口腔衛生管理加算Ⅱ

再入所時栄養連携加算 2,136円

1,175円

栄養マネジメント強化加算

科学的介護推進加算Ⅰ

117円

427円

科学的介護推進加算Ⅱ 641円

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ

褥瘡マネジメント加算Ⅰ

566円

32円

経口移行加算

経口維持加算Ⅱ

排せつ支援加算Ⅱ

排せつ支援加算Ⅲ

褥瘡マネジメント加算Ⅱ

排せつ支援加算Ⅰ

経口維持加算Ⅰ

認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ

認知症チームケア推進加算Ⅰ

2,563円

1,602円

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ

療養食加算 64円

2,755円

4,272円

入所前後訪問指導加算Ⅱ

4,806円

5,126円

認知症専門ケア加算Ⅰ

所定疾患施設療養費Ⅱ

32円

5,126円

入所前後訪問指導加算Ⅰ

退所時情報提供加算Ⅰ

退所時情報提供加算Ⅱ

入退所前連携加算Ⅰ

入退所前連携加算Ⅱ

6,408円

4,272円

5,340円

2,670円

訪問看護指示加算

協力医療機関連携加算Ⅰ

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

107円

11円

ターミナルケア加算11

320円

77円

ターミナルケア加算21

ターミナルケア加算41

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ

サービス提供体制加算Ⅰ

ターミナルケア加算31

安全対策体制加算

夜勤職員配置加算

3,204円

769円

1,709円

9,719円

20,292円

214円

256円

235円

1,068円

107円

53円

2,563円

107円

自己負担額
(1割)/日

自己負担額
(2割)/日

64円

32円

54円

6円

276円

320円

30円

427円

14円

11円

16円

256円

160円

3円

513円

481円

513円

641円

427円

534円

267円

171円

972円

2,029円

21円

26円

23円

5円

256円

11円

128円

64円

109円

773円

1,709円

23円

85円

28円

21円

641円

60円

854円

214円

13円

551円

513円

320円

6円

1,025円

961円

1,025円

1,282円

854円

1,068円

534円

641円

154円

342円

1,944円

4,058円

43円

51円

47円

214円

21円

11円

513円

21円

自己負担額
(3割)/日

192円

96円

163円

1,160円

641円

352円

170円

10円

769円

481円

10円

1,538円

961円

90円

1,282円

320円

19円

827円

1,442円

1,538円

801円

961円

231円

513円

1,602円

2,916円

6,088円

32円

16円

769円

32円

64円

77円

70円

320円

入所日より30日間

指標が国の定める基準を超えた場合

ご利用中に外泊をされた場合
基本料金に代わり算定(6日/月限度)

ご利用中に居宅に外泊をされ
居宅サービスを提供した場合(6日/月限度)

管理栄養士の配置強化

厚生労働省へデータ提出

医師、歯科医師、言語聴覚士の介入

医療機関との連携

月２回以上の口腔ケア

計画実施データ提出

3ヶ月毎に評価

〃

3ヶ月毎に評価

入所後3ヶ月間

入所後3ヶ月間

認知症自立度Ⅱ以上

認知症自立度Ⅲ以上

所定疾患の利用者に対し治療管理として
投薬･検査･注射･処置等が行われた場合

〃

〃

医師と協同した自立支援

経管から経口摂取移行支援

経口維持支援

医療機関から実地指導

入所予定日前30日～入所後7日以内に退所
後に生活する居宅を訪問し計画を策定

Ⅰ2に加え生活機能の具体的な改善目標、退
所後の支援計画を策定した場合

Ⅱに加え退所後に利用を希望する事業者と連
携し退所後のサービス利用方針を定める

希望する事業者に対し情報提供､連携して退
所後のサービス利用に関する調整を行う

自宅へ退所時

医療機関へ退所時

医師が発行する食事箋に基づいて
栄養士が管理する治療食を提供

医療機関受入れ体制

医療機関の研修受講

訪看指示書の作成

死亡日以前
３１日以上４５日以下

死亡日以前
４日以上３０日以下

死亡日以前2日又は３日

64円 128円 192円 Ⅰに加え疾病･服薬状況等の情報を提出

１月に１回５日を限度

ICT機器などの活用

死亡日

入所日に１回のみ

事業評価の判定により

介護福祉士80％以上


